
台東区役所福祉課指導検査係

～よくある指摘と改善方法・報酬改定のポイント ②～

令和８年度障害福祉サービス事業者集団指導

児童通所系サービス事業所向け
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3 令和6年度報酬改定

に関する留意事項(再周知)



時間区分の創設による基本報酬の取り扱いについて

令和６年度報酬改定の留意事項について

延長支援加算の見直しについて

個別支援計画作成時の留意事項について

支援プログラム未公表減算について
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時間区分の創設による基本報酬の取り扱いについて

子どもが来所すれば定額で報酬がもらえる ⇒ 一人ひとりに必要な時間を算出し、計画に基づいて支援する

・日ごとの定額算定⇒時間区分で算定 （ただし、実績ではなく計画時間で原則算定する

・「30分以上」という下限が設定された （30分未満の支援はそもそも計画に位置づけできない！）

・「区分３」は学校休業日のみ算定できる（平日の延長は「延長支援加算」で算定する）

【基本報酬】 ※放課後等デイサービス（定員10名・医療ケア/重症心身障害児以外）の場合

授業終了後
（平日）

学校休業日

604
単位

721
単位

Before

区分３区分２区分１（３０分～１時間３０分） （１時間３０分～３時間） （３時間～５時間）

574
単位

609
単位

666
単位

After
授業終了後（平日） 学校休業日

支援時間にかかわらず、1日ごとに定額算定！ 原則、あらかじめ決めた「計画時間」で算定！

5時間を超える分は

“延長支援加算”で対応
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基本報酬算定のイメージ

＜個別支援計画への計画時間の位置づけ＞

【記載例】個別支援計画別表 参考様式

利用児氏名 作成日

16時00分 ～ 17時00分 ～ 15時00分 ～ 17時00分 ～ ～ 10時00分 ～ 15時00分 ～

～ ～ ～ ～ ～ 15時00分 ～ 17時00分 ～

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

延長支援

送迎支援

浅草　はな 令和７年１０月　１日

月 火 水 木 金 土 日・祝日

提供時間

利用開始・終了時間 利用開始・終了時間 利用開始・終了時間 利用開始・終了時間 利用開始・終了時間 利用開始・終了時間

1時00分 0時00分 2時00分 0時00分 0時00分 5時00分 0時00分

利用開始・終了時間

延長支援時間

※ 延長支援時間は、

支援前・支援後

それぞれ１時間以上から

【支援前】延長支援時間 【支援前】延長支援時間 【支援前】延長支援時間 【支援前】延長支援時間

0時00分 0時00分 0時00分 0時00分

【支援前】延長支援時間 【支援前】延長支援時間

【支援後】延長支援時間 【支援後】延長支援時間 【支援後】延長支援時間 【支援後】延長支援時間 【支援後】延長支援時間 【支援後】延長支援時間 【支援後】延長支援時間

【支援前】延長支援時間

0時00分 2時00分 0時00分

支援の必要性 あり なし 支援理由 保護者就労のため
その他

（　　　　　　　　　）

その他集合場所

（　　　　　　　　　）
支援の必要性 あり なし

学校・居宅以外

の送迎場所
事業所の最寄り駅

【記載例】個別支援計画別表 参考様式

利用児氏名 作成日

16時00分 ～ 17時00分 ～ 15時00分 ～ 17時00分 ～ ～ 10時00分 ～ 15時00分 ～

～ ～ ～ ～ ～ 15時00分 ～ 17時00分 ～

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

延長支援

送迎支援

浅草　はな 令和７年１０月　１日

月 火 水 木 金 土 日・祝日

提供時間

利用開始・終了時間 利用開始・終了時間 利用開始・終了時間 利用開始・終了時間 利用開始・終了時間 利用開始・終了時間

1時00分 0時00分 2時00分 0時00分 0時00分 5時00分 0時00分

利用開始・終了時間

延長支援時間

※ 延長支援時間は、

支援前・支援後

それぞれ１時間以上から

【支援前】延長支援時間 【支援前】延長支援時間 【支援前】延長支援時間 【支援前】延長支援時間

0時00分 0時00分 0時00分 0時00分

【支援前】延長支援時間 【支援前】延長支援時間

【支援後】延長支援時間 【支援後】延長支援時間 【支援後】延長支援時間 【支援後】延長支援時間 【支援後】延長支援時間 【支援後】延長支援時間 【支援後】延長支援時間

【支援前】延長支援時間

0時00分 2時00分 0時00分

支援の必要性 あり なし 支援理由 保護者就労のため
その他

（　　　　　　　　　）

その他集合場所

（　　　　　　　　　）
支援の必要性 あり なし

学校・居宅以外

の送迎場所
事業所の最寄り駅

～～

個別支援計画に支援の計画時間を記入し、

この計画時間に応じて基本報酬を算定します！

＜実際の利用時間＞

月： 16:00～17：００

水： 15:00～15:20

土： 10:00～17:00

水曜日は急におばあちゃん家
に行くことになったから早めに
帰ったよ！

水曜日は実績20分だったが、

利用者の都合によるので元の

「計画時間」で算定！

平日 2日×604＝1208単位

休日 1日×721＝７２１単位

合計 １９２９単位

日ごとに定額算定！

区分１ １回×５７４＝５７４単位（月曜）

区分２ 1回×609＝609単位（水曜）

区分３ 1回×６６６＝６６６単位（土曜）

延長支援加算 123単位

合計 １972単位

時間区分で算定！

時間区分の創設による基本報酬の取り扱いについて
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実際の利用時間が「計画時間」よりも短くなったら、

どう算定するの？

Q
利用者の都合なら 「計画時間」、

事業所の都合なら 「実績時間」で算定します！

30分未満の利用が認められる場合はどんな時？
Q

実際の利用時間はどこに記録するの？
Q

・原則、30分未満の支援は算定できません

・特例として「周囲の環境に慣れるため等の理由」

で「区が認めた場合」は算定できます！

（該当しそうなケースがある場合は事前にご相談ください）

（様式５）

令和　　年　　月分 放課後等デイサービス提供実績記録票

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

通所自立

支援加算

専門的支援加

算

（支援実施時）

事業者及び

その事業所

家族支援

加算往

11 土 10:00 17:00 1

8 水 15:00 15:20 1

1

提供
形態

開始
時間 復

17:00

送迎加算算定
時間数

1

子育てサ

ポート加

算

医療連携

体制加算

入浴支援

加算

契約支給量

6 月

終了
時間

16:00

曜
日 サービス提供の

状況

日
付

受給者証
番　　　号

●●●●●●●●●●

2

5

延長支援

加算

サービス提供実績

給付決定保護者氏名

(障害児氏名) 浅草　次郎（浅草　はな）

デイサービス〇〇

事業所番号

保護者等
確認欄

備考集中的

支援加算

自立サ

ポート加

算

・サービス提供実績記録票に『開始時間』『終了時

間』（実利用時間）を記録します

・『算定時間数』の欄には計画時間を記録します

・計画時間と実利用時間に乖離が続くなら「個別支

援計画」の見直しが必要！

時間区分の創設による基本報酬の取り扱いについて

新1年生で
感覚過敏あり
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延長支援加算の見直し

・ 営業時間ではなく“サービス提供時間”に基づいて算定する

・ 延長支援時間の職員配置について児発管もOKとなった

・ 最低１時間の延長時間がないと計画に位置づけて算定できない

【加算単位】

1時間未満 61単位

1時間～2時間 92単位

2時間以上 123単位

1時間～2時間 92単位

2時間以上 123単位

（延長30分～1時間） 61単位

Before After

児童発達支援と学校休業日の放課後等デイサービスは、

原則6時間以上の利用で対象に！

＜計画時間＞

１４：００～１８：００

⇒延長支援加算を算定するにはどのように

考えればいい？

算定不可！

平日は区分２（3時間）までしか基本報

酬算定できないけど、どうしよう…

14：30～17：30（3時間）30分 30分

① 前後30分ずつ延長支援時間を設定

15：00～18：00（3時間）1時間

② 前1時間に延長支援時間を設定

14：00～17：00（3時間） 1時間

③ 後ろ1時間に延長支援時間を設定

学校終了後の放課後等デイサービスなら

原則4時間以上の利用で対象に！

※重症児・医ケア児除く

※放課後等デイサービスの場合
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延長支援加算の見直し

想定していた「延長支援時間」が計画よりも短くなったら、どう算定するの？
Q

理由を問わず、原則、『実際の利用時間』で算定します！

延長支援時間が計画よりも短くなった場合、原則は実際の利用時間で算定

（この場合、1時間未満を算定できるのは利用者・保護者都合の場合のみ。30分未満なら算定不可）

延長支援時間は計画の段階では、1時間以上を想定して計画に位置付ける必要があります

＜計画時間＞

１４：００～１８：００

14時～17時（基本報酬）

⇒６０９単位（区分２）

17時～18時（延長支援）

⇒９２単位

利用者・保護者の都合で

17：40に迎えが来た場合

⇒40分の延長支援分を算

定するので、61単位

利用者・保護者の都合で

17：10に迎えが来た場合

⇒30分未満は算定できない！

＜計画時間＞

9：００～１６：００

9時～11時（延長支援）

⇒１２３単位

1１時～16時（基本報酬）

⇒666単位(区分３)

９：００に来たけど、

１０：４５に体調不良で急きょ帰った場合

（支援時間の開始前に帰宅）

⇒基本報酬を算定できない場合に延長支援加算のみは

 算定できない！(欠席時対応加算に切り替えを検討)

※放課後等デイサービスの場合
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延長支援加算の見直し

延長支援時間中の職員の配置はどうするの？
Q ・延長支援時間中の職員配置は2人以上必要※

・うち1人は児発管でもOK

※延長支援の対象児童が１０名以上の場合は２人+α

緊急的な（予定していた日や時間以外での）

預かりニーズに対応するために延長支援を実

施した場合は算定できる？

Q
理由と延長支援時間を記録することで算定ＯＫ

※急な延長支援が繰り返し継続される場合は、個別支援

計画の見直しが必要になる

5/2 １６時３０分頃、お母様より電話あり

利用者 ：〇〇〇〇支援経過

電車の遅延により、迎えの時間が３０分ほど遅

れる可能性があるとのこと。

１７時４０分、お母様がお迎えに到着。

１７時～１７時４０分を延長支援で対応。

※理由と延長支援時間を記入 ⇒1時間未満61単位算定可能

ママはまだ来ないの？
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個別支援計画作成時の留意事項について

令和6年4月以降、新たに以下の事項を記載することが求められます

① 計画時間

別紙1-2 個別支援計画書参考様式別表

② 延長支援時間

別紙1-2 個別支援計画書参考様式別表

③ 5領域・インクルージョン
を踏まえた取組

別紙1-1 個別支援計画書参考様式

「提供時間」欄に計画時間
を曜日ごとに記載します

支援内容」欄に5領域・インクルージョンと

の関連性を明示した取組を記載する

新たに「計画時間」 「延長支援時間」 「5領域・インクルージョンを踏まえた取組み」の記載が必要になった

※児童発達支援、放課後等デイサービスの場合
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“本人支援”において重要と
なる支援の領域のこと

健康・生活

人間関係・社会性

運動・感覚

認知・行動

言語・コミュニケーション

個別支援計画作成時の留意事項について

言語

コミュニケーション

認知

行動

健康

生活

人間関係

社会性
運動

感覚

発達支援の『5領域』とは？？ 児童発達支援ガイドラインにおける４つの支援

発達支援

本人支援 移行支援

家族支援 地域支援

※保育の5領域とはちがいます！
参考（保育の5領域）⇒健康・人間関係・環境・言葉・表現

・健康状態の維持・改善

・生活のリズムや生活習慣の形成

《具体的な支援内容》

・料理やお菓子作りなどを通した食育

・時間に応じた行動の切り替え など

健康・生活

・姿勢と運動・動作の向上

・保有する感覚の総合的な活用

《具体的な支援内容》

・体操やダンス、スポーツなどを通じた運動療育

・視覚や聴覚、触覚を刺激するようなゲームやクイズ など

運動・感覚

・認知の発達と行動の習得
・空間・時間、数等の概念形成の習得
《具体的な支援内容》
・ブロックなど立体の造形物を使った創作活動 ・音楽
やリズムを使って五感を刺激する活動
・ヴィジョントレーニング など

認知・行動

・他者との関わり（人間関係）の形成
・自己の理解と行動の調整
・仲間づくりと集団への参加
《具体的な支援内容》
・ごっこ遊びや模擬店などを通してなり切ってみる
・他己紹介など他者を知るための活動 など

人間関係・社会性

・言語の形成と活用
・言語の受容及び表出
・コミュニケーションの基礎的能力の向上
・コミュニケーション手段の選択と活用
《具体的な支援内容》
・伝言ゲームや早口言葉など言葉を用いたゲーム
・生活の中で起こる事柄に対するロールプレイング
・考えを発表したり好きなことをプレゼンテーションする など

言語・コミュニケーション



12

個別支援計画作成時の留意事項について

もともとある“プログラム”を5領域に当てはめて提供する ⇒ △

一人ひとりに合わせた“オーダーメイド”のプログラムを作るために5領域の考え方を活用 ⇒ ◎

トランポリン 工作教室

リトミック 料理体験
??

運動・感覚 認知・行動

言語・コミュニケーション
アセスメント

工作教室 リトミック

この２つをベースに
当てはめていけばいいかな…？

アセスメント

言葉より視覚的な手
掛かりの方が理解し
やすいのか…

手を動かすのは好き
だけど、周りに合わ
せるのは苦手…

友達と一緒にやる
ブロック遊び

支援員のマネをしな
がらバランスボール

認知・行動

人間関係・社会性

健康・生活 運動・感覚

言語・コミュニケーション

オーダーメイドの計画

5領域に沿ったアセスメントを行い、その視点を網羅した支援を行います！
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個別支援計画作成時の留意事項について

記載項目は全部で12個あるので、各ポイントについて説明します

① 利用児および家族の生活に対する意向

② 総合的な支援の方針

③ 長期目標

④ 短期目標

⑤ 支援の標準的な提供時間等

⑥ 項目

⑦ 支援目標（具体的な到達目標）

⑧ 支援内容（支援の提供場のポイント）

⑨ 達成時期

⑩ 担当者・提供機関

⑪ 留意事項

⑫ 優先順位

※R6 .5 . 17 「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う
個別支援計画作成にあたっての留意点及び記載例について」参照
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個別支援計画作成時の留意事項について

①利用児および家族の生活に対する意向

本人、保護者それぞれの意向を並べて記入します

  ＜参考記載例＞ 楽しく遊びたい （本人）

 場面にあった行動を自分で気づいて行えるようになってほしい（保護者）
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個別支援計画作成時の留意事項について

② 総合的な支援の方針

＜方針決定に必要な観点＞

・支援場面のみでなく家庭や通っている学校等での生活や育ちの視点

・同年代のこどもとの仲間づくり等のインクルージョン（地域社会への参加・包摂）の視点

1年をメドに事業所としてどのように

支援していくのかという方針を記載する
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個別支援計画作成時の留意事項について

③ 長期目標 ④ 短期目標

・長期＝1年程度が目安

＜参考記載例＞ 視覚的なスケジュールを手掛かりに指示を理解し、わからないことは様々なコミュニケーション手段を用いて

 大人に聞くことができる。

・短期＝6ヶ月が目安

＜参考記載例＞ 見える化された手順やスケジュールを大人と一緒に確認し、活動時に自分で動けるようになる。
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個別支援計画作成時の留意事項について

⑤ 支援の標準的な提供時間等 ⑥ 項目

4つの支援（「本人支援」「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」）を網羅的に記載する

《必須》 本人支援 家族支援 移行支援

《任意》 地域支援・地域連携

別表で定めることも可
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個別支援計画作成時の留意事項について

⑦ 支援目標（具体的な到達目標）

＜目標記載の３つのポイント＞

① 到達できているであろう「こども本人や家族の状況」を具体的に記載する

② アセスメントの結果を踏まえて記載する

③ 目標の主語は原則「こども本人や家族」になる

（「移行支援」や「地域支援・地域連携」では主語が事業所になる場合もあり）
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個別支援計画作成時の留意事項について

⑧ 支援内容（支援の提供上のポイント）

＜支援内容記載のポイント＞

・目標に向けた支援内容、工夫、配慮を記載する

・「本人支援」は5領域との関連性を記載する

・本人支援以外の支援は働きかけや取り組みを記載する（※5領域との関連性の記載は不要）
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個別支援計画作成時の留意事項について

・個別支援計画は6ヶ月に1回以上の見直しが求められている

⇒達成時期も最長「6ヶ月」まで

・１～3ヶ月で達成できる目標も積極的に検討する

・支援を提供する担当者の氏名や職種等を記載する

⑨ 達成時期 ⑩ 担当者・提供機関
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個別支援計画作成時の留意事項について

・支援内容が加算の算定に関わる場合、算定する加算や頻度等について記載する

＜参考例＞ 子育てサポート加算、家族支援加算、関係機関連携加算等

・個別支援計画とは別に計画を作成する必要な加算について関連性を記載する

＜参考例＞ 専門的支援実施加算、自立サポート加算等

・本人支援の各支援内容に番号を振るなどして優先順位を設定する。

⑪ 留意事項 ⑫ 優先順位

加算の計画への位置づけは、“留意

事項”に記載するとともに、算定する

加算のチェックボックスを設けてお

くと漏れがないです！
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支援プログラム未公表減算について

R6年度報酬改定により、運営基準において、5領域との関連性を明確にした、事業所における支援の   

実施に関する計画（「支援プログラム」）を作成し、公表することが義務化されました。

支援公表プログラムを作成・公表しなかった場合

都道府県への届出をしなかった場合

  減算適用時期 ： 令和７年4月1日～

目 的 支援プログラムの作成及び公表により、事業所における総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見え

る化を図ることを目的とする。

対 象 事 業 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援

※参考 こども家庭庁支援局「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き」

基本報酬が減算される（所定単位の１５％）

公 表 お よ び 都 道 府 県 へ の 届 出 に つ い て

公表 ： 事業所のホームページに掲載する等、インターネットの利用その他の方法により広く公表してください。

都道府県への届出 ： 公表方法及び公表内容を都道府県に届け出てください。
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支援プログラム未公表減算について

記 載 項 目

作 成 に お け る 留 意 点

以下①～⑫の項目を網羅した内容となるように作成してください

事業所における基本情報 支援内容

① 事業所名 ⑦ 本人支援の内容と5領域の関連性

② 作成年月日 ⑧ 家族支援（きょうだいへの支援も含む）の内容

③ 法人（事業所）理念 ⑨ 移行支援の内容

④ 支援方針 ⑩ 地域支援・地域連携の内容

⑤ 営業時間 ⑪ 職員の質の向上に資する取組

⑥ 送迎実施の有無 ⑫ 主な行事等

※参考 ・ こども家庭庁支援局「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き」

 ・ R6年5月17日こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡「個別支援計画支援記載のポイント」

事業所の支援の基本的な考え方や支援内容、関係連携機関や家族支援、インクルージョンの取組みなど、支援の全体像と方針

 を整理して記載すること

管理者や児発管のみで作成せずに、直接支援に従事する職員等の意見も聞いて作成すること



ご視聴ありがとうございました

参加票をご提出いただくことで集団指導の受講となります。
QRコードまたはURLよりご入力、ご提出下さい。

https://logoform.jp/form/sQhE/1493899
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